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「再度の催告」に当たる場合と民法 150 条 1項の催告が複数回された場合のその起算点

事実の概要

　Ｘ１、Ｘ２（控訴人・上告人）は、平成 28 年 6月
に発生した交通事故により、それぞれ頚部および
背部を負傷したとして、Ｘ１が同年 6 月 29 日か
ら同年 10 月 31 日まで、Ｘ２が同年 7月 1日から
同年 10 月 31 日まで、Ｗ鍼灸整骨院（以下「本件
整骨院」という）において施術（以下「本件各施術」
という）を受けた。
　Ｙ（被控訴人・被上告人）は、本件整骨院を経
営する株式会社であるが、Ｙの代理人は、Ｙを代
理して、令和 3年 6月 17 日、Ｘ１、Ｘ２両氏の代
理人宛として、Ｘら代理人に対し、Ｘらにおいて
本件各施術に係る施術料を書面到達後7日以内に
支払うよう求める通知書（以下「本件通知①」とい
う）をファクシミリ送信した。
　Ｘら代理人は、本件通知書①を受信後、Ｙの代
理人に対し、施術料の請求についてＸらからの受
任関係がないので、通知書をＸらに直接送付して
もらわなければならない旨告げた。
　Ｙの代理人は、Ｙを代理して、令和 3年 7月 8
日頃、Ｘらに対して、本件各施術に係る施術料を
書面到達後 7日以内に支払うよう求める通知書
（以下「本件通知②」という）を郵送し、遅くとも
10 日にはＸらに届いた。
　令和 3 年 12 月 22 日、Ｙは、Ｘらに対し、本
件各施術に係る施術料（Ｘ１につき 29 万 4210 円、
Ｘ２につき 17 万 3860 円）および遅延損害金の支払
を求めて提訴した。これに対し、Ｘらは、施術料
債務について、改正前民法 170 条 1 号による消
滅時効（3年）および改正前商法 522 条による消

滅時効（5年）をそれぞれ援用する旨の意思表示
をした。
　原審（徳島地判令 6・12・18 判タ 1535 号 139 頁）
は、本件通知②が再度の催告（改正民法 150 条 2項）
に当たるとするＸらの主張に対し、本件通知①に
ついては、Ｙの催告ということができないとし、
Ｘらの消滅時効の主張は、本件各施術に係る施術
料のうち、平成 28 年 7 月 9 日分までの限度で理
由があるとした。他方、同月 10 日以降の分につ
いては、本件通知②の催告および本件訴訟の提起
により、時効の完成が猶予されており、Ｘらの時
効消滅した旨の主張を採用することができないと
判示した（なお、整骨院の施術料は、改正前 170 条
1号の債権に該当しないとし、この点に関するＸらの
主張は退けられた）。
　Ｘらが上告。

判決の要旨

　上告棄却。
　１　「民法 150 条 2項の『再度の催告』とは、『催
告によって時効の完成が猶予されている間にされ
た再度の催告』であるから、時効期間内に同条 1
項の催告が複数回された場合であっても『再度の
催告』には当たらず、同項の 6か月の起算点は、
それらの催告のうち最後の催告がされた時点と解
するのが相当である（正確には、複数回の催告に
よる完成猶予の効力が互いに排除し合うことなく
同項の文言どおりに発生する結果、最後の催告に
よる完成猶予の効力が最も長く時効の完成を猶予
させることになる。）。つまり、仮に本件通知①が
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同項の催告に当たるとしても、本件通知②が同条
2項の『再度の催告』に当たるためには、本件通
知①によって『時効の完成が猶予されている間に』
本件通知②がされたことを要する。」

　２　「本件施術料債権は、平成 28 年 6 月 29 日
から同年 10 月 31 日までの各施術日ごとに発生
した個別の債権である。このため、仮に本件通知
①（令和 3年 6月 17 日）が 150 条 1 項の催告に
当たるとしても、各債権につき『時効の完成が猶
予されている間』とは、各債権につき時効が完成
すべき日（各債権の発生日から5年を経過した日）
から令和 3年 12 月 17 日までとなる。本件通知
②がされたのは同年 7月 10 日であるから、本件
通知②が同条 2項の『再度の催告』に当たるこ
とになるのは、本件施術料債権のうち、時効が完
成すべき日が同日までに到来しているもの、すな
わち平成 28 年 6 月 29 日から同年 7月 9 日まで
に発生した債権に限られる。これに対し、同月
10 日以降に発生した債権については、時効が完
成すべき日が令和 3年 7月 11 日以降となり、同
月 10 日までの間は、たとえ同条 1項の催告がさ
れたとしても、時効期間内であって時効が完成す
ることはないため、時効の完成が猶予されること
もない。」

　３　「したがって、仮に本件通知①が民法 150
条 1 項の催告に当たるとしても、本件施術料債
権のうち平成 28 年 7 月 10 日以降に発生した債
権については、本件通知②は、本件通知①によっ
て『時効の完成が猶予されている間に』されたも
のとはいえないから、同条 2項の『再度の催告』
には当たらない。本件通知②がされた令和 3年 7
月 10 日から 6か月を経過するまでの間に、本件
訴えの提起（民法 147 条 1 項 1 号）がされたこ
とになる。」

　４　「本件は、原判決が説示するとおり、本件
通知①が民法 150 条 1 項の催告には当たらない
事案というべきであるが、そのことを措いてＸら
の主張を前提としたとしても、本件施術料債権の
うち平成 28 年 7 月 10 日以降に発生した債権に
ついては、本件通知②が同条 2項の『再度の催告』
には当たらず、かつ、本件通知②がされた時点が
同条 1項の 6 か月の起算点となる以上、原判決

には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の
違反があるとは認められない。」

判例の解説

　本判決は、消滅時効の期間内に民法 150 条 1
項の催告が複数回されても、同条 2項の「再度の
催告」には当たらないとしたものである。また、「再
度の催告」に当たらない催告が複数回された場合、
同条 1項の 6 か月の起算点は、最後の催告がさ
れた時点であるとした。

　一　催告
　催告は、相手方に対して義務の履行を求める意
思の通知である。平成 29 年改正前の催告（改正
前民法 147 条 1 号、153 条）（以下、改正前の条項は
「旧○○条」という）による時効中断の効力は、確
定的なものではなく、6か月以内に旧 153 条所定
の手続をとることによって中断の効力が生じるも
のであった。
　催告について、起草者は、日本の状況を考える
と時効中断の方法は窮屈にしておかないほうがよ
いし、権利者が自分の権利を忘れずに行使したら
よいと考えていた。また、時効の最終日になって
時効期間の満了に気づいたため、裁判所に出る時
間も弁護士を頼む時間もない場合に、催告の方法
で時効中断できるようにしておくほうがよい、裁
判所に訴えさせることはあまり望ましくないとい
う判断の下、催告を時効中断事由と位置づけた１）。
　しかし、実際には、催告は、時効の完成間際に
おいて一時的に時効の完成を阻止するものにすぎ
ないことから、実質的には時効の停止事由として
機能していた。そのため、催告を時効の更新事由
とせず、停止事由として再構築し、改正後は、催
告があった時から 6か月を経過するまでの間は、
時効の完成が猶予されることとなった（民法 150
条 1項）２）。
　この点について、催告が権利の主張の一種であ
り、催告がされた場合には継続してきた事実状態
への信頼がゆらぐことになるし、相手方にその権
利の存否をめぐる争いに備える必要性を認識させ
ることになるため、時効の完成猶予事由とされる
と説明されている。ただ、催告は、一方的な権利
の主張にすぎないため、時効の更新の効力は認め
られない３）。



新・判例解説 Watch ◆ 民法（財産法）No.294

3vol.39（2026.10） 3

　二　再度の催告
　１　再度の催告とは
　催告があったときは、その時から 6か月間は
時効が完成しない（150条1項）。そのため、例えば、
時効期間の満了前2か月の時点で催告がされた場
合には、時効期間の満了後 4か月の時点までの 6
か月間、時効は完成しないことになる。この場合、
催告によって時効の完成が猶予されるのは、時効
期間の満了後 4か月のみとなるが、時効期間の
満了前 2か月間は時効期間が満了していないた
め、時効の完成猶予を観念できないとの理由によ
る４）。
　150 条 2項は、催告によって時効の完成が猶予
されている間にされた「再度の催告」は、1項の
時効の完成猶予の効力を有しないと定めている。
それゆえ、催告によって時効の完成が猶予されて
いない上記 2か月間（時効期間満了前 2か月）に
複数回の催告がされたとしても、「再度の催告」
には当たらないことになる。
　債権者が債務者に対して内容証明郵便等で支払
を求める手紙を送ることなどが催告の典型である
が、文書で催告するときでも「催告」「請求書」「督
促」などの用語にとらわれず、方式が決まってい
るわけではない５）。さらに、催告は、債権者の一
方的な行為にすぎず、手軽に行うことができるた
め、催告の繰り返しを認めると、債権者が時効期
間の満了を事実上永続的に阻止できることになり
かねないと指摘されている６）。
　以上のことから、150 条 2 項の「再度の催告」
に当たらない催告がされた場合には、同条 1項に
より、その催告の時から 6か月間、時効は完成し
ない。例えば、前述のように、時効期間の満了前
2か月の時点で催告①がされた後、時効期間の満
了前 1か月の時点で催告②がされた場合には、催
告①によって時効期間の満了後 4か月の時点ま
で時効は完成せず、さらに、催告②によって時効
期間の満了後 5か月の時点まで時効が完成しな
いことになる。すなわち、「再度の催告」に当た
らない催告が複数回された場合には、150 条 1項
の 6か月の期間は、最後の催告（催告②）がされ
た時点から起算されることになる７）。

　２　再度の催告に関する判例・学説
　改正前民法では、催告を繰り返した場合の効果
については規定がなく、催告の都度、時効の完成

が 6か月間遅れることになるのかについて疑義
が生じていた８）。
　判例（大判大 8・6・30 民録 25 輯 1200 頁、最判
平 25・6・6 民集 67 巻 5 号 1208 頁）は、これを否
定していると考えられる。大正 8年判決は、債
権者が債務者に対し、毎年弁済の督促をしたにと
どまる場合は、督促の都度、時効が有効に中断さ
れたとすることはできないとした。また、平成
25 年判決は、明示的一部請求の訴えの提起には
残部につき裁判上の催告としての暫定的な時効中
断の効力があるとしたが、催告は、6か月以内に
民法旧 153 条所定の措置を講じなければ、時効
の中断の効力を生じないのであって、催告から 6
か月以内に再び催告をしたにすぎない場合にも時
効完成が阻止されるとすれば、「催告が繰り返さ
れた場合にはいつまでも時効が完成しないことに
なりかねず、時効期間が定められた趣旨に反」す
ることになるとしている。したがって、時効期間
の経過後、その経過前にした催告から 6か月以
内に再び催告をしても、第 1の催告から 6か月
以内に旧 153 条所定の措置を講じなかった以上
は、第1の催告から6か月を経過することにより、
時効が完成すると判示した。
　さらには、起草者や学説も、時効期間の満了前
に催告をした後、当初の催告から 6か月以内に
民法旧 153 条所定の手続をとらず、催告を繰り
返したとしても、時効中断の効力は認められない
と解している９）。その理由として、催告とは単な
る予備的措置にすぎないから、別個に法定の手続
をとらないかぎり、中断に関しては無価値な行為
にすぎないとし、判例（前記大正 8年判決）を正
当と考えるとしている 10）。また、催告を繰り返
し行えるとすると時効期間を定めた意味がなくな
るとも指摘されている 11）。
　改正後150条2項は、上記判例法理を明文化し、
時効期間の満了後に催告を繰り返しても、時効の
完成猶予の効力が生じないことを規定したもので
ある 12）。

　三　本判決の検討
　改正前民法では、催告を繰り返した場合の効果
についての規定がなく、判例・学説により、旧
153 条所定の措置を講じずに催告を繰り返して
も、時効中断の効力が認められないとされていた。
150 条 2 項は、「再度の催告」に関するこれまで
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の解釈を明文化したものであるが、本判決は、「再
度の催告」とは、「催告によって時効の完成が猶
予されている間にされた再度の催告」であるから、
「時効期間内に同条 1項の催告が複数回された場
合」について、「再度の催告」には当たらないと
し（判決の要旨１）、「再度の催告」となる場合に
ついて改めて明示している。
　さらに、本判決は、時効期間内に催告が複数回
された場合に、150条1項の6か月の起算点は、「最
後の催告がされた時点」であるとし、最後の催告
による完成猶予の効力が最も長く時効の完成を猶
予させることになるとしている（判決の要旨１）。
すなわち、時効完成前に複数回の催告を行ったと
しても、最後の催告から 6か月を超えて時効の完
成を猶予することはできない。また、「催告によっ
て時効の完成が猶予されている間にされた再度の
催告」は、時効の完成猶予の効力を有しないから、
催告によって、いつまでも時効が完成しない状況
を債権者が作り出すことはできない。
　本事案においては、本件通知①が催告に当たる
としても、本件通知②が「再度の催告」に当たる
ためには、本件通知①によって「時効の完成が猶
予されている間に」本件通知②がされたことが必
要となってくる。この点、本件施術料債権のうち
平成 28 年 7 月 10 日以降に発生した債権につい
ては、本件通知②は、本件通知①によって「時効
の完成が猶予されている間に」されたものとはい
えないから、「再度の催告」には当たらないとさ
れた。つまり、同年 7月 10 日以降に発生した債
権については、本件通知②の時点で時効が完成し
ておらず、本件通知②は「時効期間内に」された
催告ということになる。
　民法には、時効の完成を阻止するための様々な
時効障害事由が規定されている。催告等の債権者
側の負担が考慮された事由によって、一旦時効の
完成を猶予することができるが、他方で、債務者・
第三者側の利益も考慮する必要がある。債権者は、
催告によって時効の完成が猶予されている間に、
時効を完成させないため、訴えの提起等のより強
力な措置をとる準備をすることができる。債務者
側も催告がされたことにより、債権者に対抗する
ために備える必要性を認識することができる。仮
に、手軽に行える催告を繰り返すことができると
するならば、債権者にとっては有利であるが、債
務者・第三者にとっては、いつまでも時効が完成

しない不安定な状態が続くことになる。このよう
な状況は、「時効期間が定められた趣旨」に反す
ることになり、時効制度の意義を没却しかねない。
以上のような催告の性質に鑑みると、「再度の催
告」が時効の完成猶予の効力を有しないとする
150 条 2項は、債権者側の利益と債務者・第三者
側の利益とのバランスを考慮した規定であるとい
える。
　本判決は、民法改正後において、「再度の催告」
となる場合や「再度の催告」に当たらない催告が
複数回された場合の起算点に関し改めて明確にし
ており、意義を見出すことができる。また、時効
制度の趣旨という観点からは、150 条が消滅時効
に係る当事者間の利益の調整を図るという側面を
有することを再確認することができよう。
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